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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第61期
第３四半期
累計期間

第62期
第３四半期
累計期間

第61期
第３四半期
会計期間

第62期
第３四半期
会計期間

第61期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    10月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (百万円) 22,181 19,077 6,334 4,961 32,310

経常利益
又は経常損失（△）

(百万円) △402 △469 △273 △337 175

当期純利益
又は四半期純損失（△）

(百万円) △469 △286 △287 △226 89

持分法を適用した
場合の投資利益
又は投資損失（△）

(百万円) △2 0 △2 1 △8

資本金 (百万円) ― ― 1,980 1,980 1,980

発行済株式総数 (千株) ― ― 39,600 39,600 39,600

純資産額 (百万円) ― ― 9,133 9,345 9,704

総資産額 (百万円) ― ― 23,944 24,245 24,207

１株当たり純資産額 (円) ― ― 230.82 236.18 245.26

１株当たり当期純利益金
額又は四半期純損失金額
（△）

(円) △11.87 △7.23 △7.27 △5.72 2.26

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― 1.50

自己資本比率 (％) ― ― 38.1 38.5 40.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △387 △562 ― ― 1,106

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △161 △78 ― ― △222

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △121 △82 ― ― △125

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 1,937 2,643 3,367

従業員数 (名) ― ― 475 424 463
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(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので「四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等の推

移」については記載しておりません。

 　  ２　売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。

　　 ３　第61期第３四半期累計期間、第62期第３四半期累計期間、第61期第３四半期会計期間及び第62期第３四半期会計

期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

第61期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業内容に重要な変更

はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年12月31日現在

従業員数(名) 424

(注) 従業員数は、就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【施工、受注及び売上の状況】

(1) 施工実績

当第３四半期会計期間における施工実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

　
セグメント
の名称

区分 施工高 (百万円)
前年同四半期比

(％)

屋根事業 工事

長尺屋根 4,146 ―

Ｒ－Ｔ 175 ―

ハイタフ 443 ―

ソーラー 463 ―

塗装 119 ―

　 合計 5,348 ―

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

(2) 受注実績

当第３四半期会計期間における受注実績及び受注残高をセグメント別に示すと、次のとおりでありま

す。

　
セグメント
の名称

区分
受注高
(百万円)

前年同四半期比
(％)

受注残高
(百万円)

前年同四半期比
(％)

屋根事業

工事

長尺屋根 3,765 ― 9,343 ―

Ｒ－Ｔ 214 ― 534 ―

ハイタフ 728 ― 1,037 ―

ソーラー 513 ― 761 ―

塗装 116 ― 92 ―

販売
長尺成型品 178 ― 37 ―

ソーラー成型品 37 ― ― ―

　 計 5,553 ― 11,806 ―

建材事業 販売 住宅成型品 916 ― ― ―

　 計 916 ― ― ―

合計 6,470 ― 11,806 ―

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 売上実績

当第３四半期会計期間における売上実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

　
セグメント
の名称

区分 売上高 (百万円)
前年同四半期比

(％)

屋根事業

工事

長尺屋根 2,909 ―

Ｒ－Ｔ 105 ―

ハイタフ 323 ―

ソーラー 391 ―

塗装 99 ―

販売
長尺成型品 178 ―

ソーラー成型品 37 ―

　 　 計 4,044 ―

建材事業 販売 住宅成型品 916 ―

　 　 計 916 ―

合計 4,961 ―

(注)１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

    ２　セグメント間の取引はありません。
　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要な事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、長期化する円高、慢性的なデフレや厳しい雇用環境な

ど、依然として景気の先行きへの不透明感が払拭できないまま推移いたしました。

　その中で、当社関連業界におきましては、公共投資の縮減や民間設備投資の抑制などにより、建設需要は

依然として低迷するなど、厳しい経営環境が続いております。

　このような状況下、当社は受注量の確保、着工前工事管理検討の強化に基づく工事原価の低減、与信管理

強化による不良債権発生防止に全社一丸となって取り組んだ結果、受注高は64億７千万円と前年同四半

期と比べ16億１千７百万円（33.3％）の増加となりました。

　売上高につきましては、繰越受注高が少なかったため、49億６千１百万円と前年同四半期と比べ13億７

千３百万円（△21.7％）の減収となりました。

　また、繰越受注高は118億６百万円となりました。

　経常損益につきましては、売上高が減少したものの一般管理費を削減した結果、経常損失３億３千７百

万円と前年同四半期と比べ６千３百万円の減益に止まりました。

　四半期純損益につきましては、法人税等調整額の計上により前年同四半期と比べ６千１百万円改善し２

億２千６百万円の四半期純損失となりました。

　なお、当第３四半期会計期間の売上高及び営業費用につきましては、当社の売上高の大部分を占める完

成物件の引渡し時期が第２四半期と第４四半期に集中する傾向であるため相対的に少なくなる傾向にあ

ります。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。

① 屋根事業

屋根事業につきましては、セグメント売上高は40億４千４百万円、セグメント損失は４億７千６百万

円となりました。

② 建材事業

建材事業につきましては、セグメント売上高は９億１千６百万円、セグメント利益は１億４千４百万

円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末の総資産は242億４千５百万円となり、前事業年度末比３千８百万円増加とな

りました。

　負債につきましては149億円となり、前事業年度末比３億９千８百万円増加となりました。これは主に第

４四半期の完成物件の引渡しに向けた仕入債務の増加によるものであります。

　純資産につきましては93億４千５百万円となり、前事業年度末比３億５千９百万円減少となりました。

これは主に四半期純損失の計上及び配当金の支払により利益剰余金が減少したことによるものでありま

す。

　以上の結果、自己資本比率は38.5％となり、前事業年度末40.1％を1.6ポイント下回ることとなりまし

た。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、26億４千３百万円

となりました。

　当第３四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期会計期間において営業活動における資金の減少は３億７千５百万円（前年同四半期は１

億１千８百万円減少）となりました。主な減少の要因は、たな卸資産の増加額12億８千万円、税引前四半

期純損失の計上額３億３千４百万円、主な増加の要因は、売上債権の減少額10億１千５百万円、未成工事

受入金の増加額１億８千３百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期会計期間において投資活動における資金の大きな増減はありません。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期会計期間において財務活動における資金の大きな増減はありません。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当社は、多様化する顧客のニーズや社会的要請に対応すべく、技術開発部を活動拠点に積極的に新商品

・新技術の開発に取り組んでおります。

　また、新商品をスピーディかつタイムリーに市場に送り出すために、社内各部門の代表者からなる「開

発企画委員会」を組織して、全社的な開発戦略の検討・方向付けを行い的確かつ効率的な研究開発を鋭

意進めております。

当第３四半期会計期間の活動としましては、すでに商品化している屋根採光システム「Ｆスカイライ

トユニット」において、ユニット式の採用による品質の均質化、施工効率の向上を実現しておりますが、

当社の主力商品である丸馳折版の屋根にもユニット式屋根採光システムを搭載すべく「広幅ユニット式

スカイライト」の当事業年度中の開発・商品化に取り組んでおります。

　また、開発部門の最重要課題として、ソーラー屋根と改修工法の拡販・拡充を目指し、既存商品の更なる

ブラッシュアップを含めて、市場ニーズを的確に捉えた開発・商品化に取り組んでおります。

　当第３四半期会計期間の研究開発費の総額は６千８百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、第２四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

　

②【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 39,600,000 39,600,000
東京証券取引所
大阪証券取引所
各市場第一部

単元株式数
は1,000株で
あります。

計 39,600,000 39,600,000 ― ―

　

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年12月31日 ― 39,600 ― 1,980 ― 344

　

(6)【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 30,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 39,473,000 39,473 ―

単元未満株式 普通株式 97,000 ― ―

発行済株式総数 39,600,000 ― ―

総株主の議決権 ― 39,473 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）含

まれております。

２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式398株が含まれております。
　

② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦４-13-23 30,000 ― 30,000 0.08

計 ― 30,000 ― 30,000 0.08

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 246 223 205 190 170 158 195 169 190

最低(円) 223 184 179 159 148 149 141 146 164

（注）株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成し、「建設業法施行規則」（昭和24

年建設省令第14号）に準じて記載しております。

　なお、前第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半

期会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22年４月１

日から平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成21年10月１日

から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）

に係る四半期財務諸表について、あずさ監査法人より四半期レビューを受け、また、当第３四半期会計期間

（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成

22年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人より四半期レビューを受け

ております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査

法人となりました。

　

３　四半期連結財務諸表について

「四半期財務諸表の用語、様式及び作成に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企

業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要

性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,643 3,367

受取手形及び売掛金 ※2
 2,691 2,707

完成工事未収入金 6,715 7,564

製品及び半製品 229 234

未成工事支出金 1,906 451

原材料及び貯蔵品 715 858

繰延税金資産 282 42

未収入金 2,396 2,067

その他 230 218

貸倒引当金 △14 △13

流動資産合計 17,797 17,498

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 391

※1
 418

機械及び装置（純額） ※1
 472

※1
 587

土地 4,144 4,144

その他（純額） ※1
 115

※1
 142

有形固定資産合計 5,124 5,293

無形固定資産 114 119

投資その他の資産

繰延税金資産 380 410

その他 837 924

貸倒引当金 △9 △39

投資その他の資産合計 1,209 1,295

固定資産合計 6,448 6,708

資産合計 24,245 24,207
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(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 7,328 6,527

短期借入金 1,000 1,000

1年内返済予定の長期借入金 500 500

未払法人税等 21 72

未払消費税等 52 240

未成工事受入金 374 171

完成工事補償引当金 62 39

その他 2,593 2,912

流動負債合計 11,933 11,463

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 1,483 1,483

退職給付引当金 1,194 1,250

役員退職慰労引当金 196 204

その他 92 99

固定負債合計 2,967 3,038

負債合計 14,900 14,502

純資産の部

株主資本

資本金 1,980 1,980

資本剰余金 344 344

利益剰余金 5,163 5,663

自己株式 △6 △5

株主資本合計 7,481 7,982

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8 5

土地再評価差額金 1,872 1,717

評価・換算差額等合計 1,863 1,722

純資産合計 9,345 9,704

負債純資産合計 24,245 24,207
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(2)【四半期損益計算書】
　【第３四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高

完成工事高 18,833 15,822

製品売上高 3,348 3,254

売上高合計 22,181 19,077

売上原価

完成工事原価 16,278 13,886

製品売上原価 2,830 2,617

売上原価合計 19,109 16,503

売上総利益

完成工事総利益 2,555 1,935

製品売上総利益 517 637

売上総利益合計 3,072 2,573

販売費及び一般管理費

従業員給料手当 1,156 1,119

役員退職慰労引当金繰入額 32 28

貸倒引当金繰入額 － 0

研究開発費 240 223

その他 2,033 1,649

販売費及び一般管理費合計 3,463 3,021

営業損失（△） △390 △448

営業外収益

受取配当金 5 5

その他 0 0

営業外収益合計 6 5

営業外費用

支払利息 16 15

その他 1 10

営業外費用合計 18 26

経常損失（△） △402 △469

特別利益

貸倒引当金戻入額 30 9

その他 － 1

特別利益合計 30 10

特別損失

固定資産除却損 1 0

特別損失合計 1 0

税引前四半期純損失（△） △373 △459

法人税、住民税及び事業税 35 33

法人税等調整額 60 △206

法人税等合計 96 △173

四半期純損失（△） △469 △286
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　【第３四半期会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
 至 平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年10月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高

完成工事高 5,221 3,829

製品売上高 1,113 1,131

売上高合計 6,334 4,961

売上原価

完成工事原価 4,537 3,414

製品売上原価 938 896

売上原価合計 5,476 4,311

売上総利益

完成工事総利益 683 414

製品売上総利益 174 235

売上総利益合計 858 650

販売費及び一般管理費

従業員給料手当 387 376

役員退職慰労引当金繰入額 10 9

貸倒引当金繰入額 － 0

研究開発費 76 68

その他 652 526

販売費及び一般管理費合計 1,126 982

営業損失（△） △267 △332

営業外収益

受取配当金 1 1

その他 0 0

営業外収益合計 1 1

営業外費用

支払利息 5 5

その他 1 1

営業外費用合計 7 7

経常損失（△） △273 △337

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 2

特別利益合計 1 2

特別損失

固定資産除却損 1 0

特別損失合計 1 0

税引前四半期純損失（△） △274 △334

法人税、住民税及び事業税 11 10

法人税等調整額 1 △119

法人税等合計 13 △108

四半期純損失（△） △287 △226
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △373 △459

減価償却費 233 223

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36 △29

受取利息及び受取配当金 △5 △5

支払利息 16 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △98 △56

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14 △7

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △0 23

前払年金費用の増減額（△は増加） 22 22

売上債権の増減額（△は増加） 1,891 629

たな卸資産の増減額（△は増加） △200 △1,307

仕入債務の増減額（△は減少） △1,352 495

未成工事受入金の増減額（△は減少） △33 203

その他 △267 △220

小計 △218 △473

利息及び配当金の受取額 5 5

利息の支払額 △16 △15

法人税等の支払額 △157 △78

営業活動によるキャッシュ・フロー △387 △562

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △169 △92

有形固定資産の売却による収入 － 2

無形固定資産の取得による支出 － △4

その他 8 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △161 △78

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △118 △61

その他 △3 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △121 △82

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △670 △724

現金及び現金同等物の期首残高 2,608 3,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,937

※1
 2,643
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第３四半期累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１　会計処理基準に関する事項

の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これによる当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損

失に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第３四半期累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算

定方法

　当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期会計期間末に算定した

ものと比べ著しい変化がないと認められるため、第２四半期会計期間末の貸倒

実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法 　当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２

四半期会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的に算定する方法によってお

ります。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについ

てのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

３　固定資産の減価償却費の算

定方法

　固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく

年間償却予定額を期間按分する方法によっております。

　なお、定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定する方法によっております。

４　法人税等の算定方法 　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を

重要なものに限定する方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　9,401百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　9,237百万円

※２　四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、
手形交換日をもって決済処理しております。
　なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日で
あったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四半
期会計期間末残高に含まれております。

受取手形 147百万円

支払手形 　26百万円

――――――
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(四半期損益計算書関係)

第３四半期会計期間

　

前第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

　当社の完成工事高の計上時期が第２四半期と第４四半期

に集中する傾向であるため、第３四半期会計期間の売上高

及び営業費用が他の四半期会計期間と比較して相対的に

少なくなる傾向にあります。

同左

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日）

※１　現金及び現金同等物の当第３四半期累計期間末残高

と当第３四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の当第３四半期累計期間末残高

と当第３四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

現金同等物を所有していないため、貸借対照表の現金
預金の当第３四半期会計期間末残高は、現金及び現金同
等物の当第３四半期累計期間末残高と同額であります。

同左

　

(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成22年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平

成22年12月31日)

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 39,600,000

　

２　自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 31,358

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 59 1.5平成22年３月31日 平成22年６月24日

　

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

三晃金属工業株式会社(E00109)

四半期報告書

19/26



　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

関連会社に関する事項

第３四半期累計期間

　

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
  至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
    至　平成22年12月31日）

関連会社に対する投資の金額 10百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 299百万円

持分法を適用した場合の投資損失
（△）の金額

△2百万円

　

関連会社に対する投資の金額 10百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 295百万円

持分法を適用した場合の投資利益の
金額

0百万円

　

　

第３四半期会計期間

　

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
  至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
    至　平成22年12月31日）

関連会社に対する投資の金額 10百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 299百万円

持分法を適用した場合の投資損失
（△）の金額

△2百万円

　

関連会社に対する投資の金額 10百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 295百万円

持分法を適用した場合の投資利益の
金額

1百万円

　

　

開示対象特別目的会社に関する事項

　
当第３四半期累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、屋根工事を主体とした屋根事業と、住宅成型品販売を行う建材事業により事業展開しており、「屋

根事業」と「建材事業」の二つを報告セグメントとしております。

　「屋根事業」は、長尺屋根工事、Ｒ－Ｔ工事、ハイタフ工事、ソーラー工事、塗装工事、長尺成型品販売及び

ソーラー成型品販売を行っております。

　「建材事業」は、住宅成型品販売を行っております。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他 合計
屋根事業 建材事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 16,408 2,669 19,077 ― 19,077

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 16,408 2,669 19,077 ― 19,077

セグメント利益又は損失（△）
（注）

△769 321 △448 ― △448

(注)　セグメント利益又は損失（△）の合計△448百万円は、四半期損益計算書の営業損失（△）と一致しております。
　

当第３四半期会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他 合計
屋根事業 建材事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,044 916 4,961 ― 4,961

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,044 916 4,961 ― 4,961

セグメント利益又は損失（△）
（注）

△476 144 △332 ― △332

(注)　セグメント利益又は損失（△）の合計△332百万円は、四半期損益計算書の営業損失（△）と一致しております。
　

(追加情報)

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日)を適用しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

　 236.18円
　

　 245.26円
　

　

２  １株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　

第３四半期累計期間

　

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
　  至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
　  至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △11.87円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―　
　

１株当たり四半期純損失金額（△） △7.23円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―　　　　
　

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎
　

項目
前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純損失（△） （百万円） △469 △286

普通株式に係る四半期純損失（△） （百万円） △469 △286

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ― ―

普通株式の期中平均株式数 （千株） 39,569 39,569

　

第３四半期会計期間

　

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
　  至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
　  至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △7.27円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―　
　

１株当たり四半期純損失金額（△） △5.72円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―　　　　
　

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎
　

項目
前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純損失（△） （百万円） △287 △226

普通株式に係る四半期純損失（△） （百万円） △287 △226

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ― ―

普通株式の期中平均株式数 （千株） 39,569 39,568

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認

められないため、記載しておりません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月12日

三晃金属工業株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　鳥居　　明　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　長﨑　康行　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三晃

金属工業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第61期事業年度の第３四半期会計期間

（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年

12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、三晃金属工業株式会社の平成21年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

追記情報

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期

会計期間より、「工事契約に関する会計基準」を適用している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月14日

三晃金属工業株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　鳥居　　明　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　長﨑　康行　㊞

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三晃

金属工業株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第62期事業年度の第３四半期会計期間

（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年

12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、三晃金属工業株式会社の平成22年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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